
○美咲町ふるさと納税協力事業者募集要領 

令和元年８月１日 

告示第６０―２号 

（目的） 

第１条 この要領は、ふるさと納税制度による美咲町への寄附の促進と地元特産品の

PR、ブランド力の向上、町内産業の振興、観光の振興等の相乗効果を図るため、本

町へふるさと納税をした町外在住の個人に対して贈呈する魅力ある記念品（以下「記

念品等」という。）を提供する、美咲町ふるさと納税協力事業者（以下「協力事業

者」という。）を募集する。 

（協力事業者の要件） 

第２条 協力事業者は下記の要件に全て適合すること。 

（１） 本社（本店）、支社（支店）、営業所のいずれかを岡山県内に有する法人

や個人事業者で、本町の地元特産品等を取り扱っていること。 

（２） 町税等の滞納がないこと。 

（３） 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）

第２条第号に掲げる暴力団、及び同条第６号に規定する暴力団員である役職員を

有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。 

（４） 上記の（１）から（３）の要件に適合しても、町が協力事業者として適当

でないと認めた場合や、記念品等として適当でないと認めた場合は参加できない

ものとする。 

（記念品等の要件） 

第３条 募集する記念品等は下記の要件に全て適合すること。 

（１） 町の魅力を伝えられる記念品であること。 

（２） 町からの依頼後、速やかに発送できること。 

（３） 飲食物の場合は、原則寄附者に到着後４日以上の消費期限が保証される記

念品であること。 

（４） 申込できる記念品等の数は原則として１回につき５品までとする。 

２ 記念品等の提案価格は消費税、梱包代等の必要経費を含み、次のとおりとする。 

寄附金額 記念品等の価格（協力事業者負担額） 

１万円まで ３，０００円相当 （税込、送料別） 

１万５千円まで ４，５００円相当 （税込、送料別） 

２万円まで ６，０００円相当 （税込、送料別） 

２万５千円まで ７，５００円相当 （税込、送料別） 

３万円まで ９，０００円相当 （税込、送料別） 

３万５千円まで １０，５００円相当 （税込、送料別） 

４万円まで １２，０００円相当 （税込、送料別） 

４万５千円まで １３，５００円相当 （税込、送料別） 



５万円まで １５，０００円相当 （税込、送料別） 

５万５千円まで １６，５００円相当 （税込、送料別） 

１０万円まで ３０，０００円相当 （税込、送料別） 

２０万円まで ６０，０００円相当 （税込、送料別） 

３０万円まで ９０，０００円相当 （税込、送料別） 

４０万円まで １２０，０００円相当 （税込、送料別） 

５０万円まで １５０，０００円相当 （税込、送料別） 

ただし、上記の要件に適合しても、町が記念品等として適当でないと認めた場合

は、この限りではない。 

（募集期間） 

第４条 協力事業者の募集は、原則として随時行うものとする。 

（申込方法） 

第５条 協力事業者の申込みをするものは、下記の書類に必要事項を記入し、添付書

類とともに美咲町理財課まで提出するものとする。 

（１） 美咲町ふるさと納税協力事業者参加申込書（様式第１号） 

（２） 同意書（様式第２号） 

（３） 納税証明書（町税等の滞納がないことを証明できるもの） 

（４） 協力事業者概要（パンフレット等でも可） 

（個人情報の保護） 

第６条 協力事業者は、美咲町個人情報保護条例及び関係法令を遵守すること。 

（留意事項） 

第７条 申込みに当たっては、次の各号に掲げる事項を承諾することとする。 

（１） 協力事業者は、町の広報活動に協力すること。 

（２） 協力事業者は、申込みした記念品等の変更をする場合や、発送遅延、販売

中止、品質及び送付過程等で事故等の問題が生した場合には速やかに町へ報告す

ること。 

（３） 協力事業者は、記念品等の品質等に関して寄附者から苦情等があった場合

は、真摯に対応し解決に努めるとともに、内容について町へ報告するものとする。

また、品質等による保証やクレーム対応について、町は一切責任を負わない。 

（４） 町は、協力事業者が本要領第２条及び第３条に定める要件に適合しなくな

ったと認める場合は、その登録を取消すことができる。 

（５） 町は、協力事業者の申込内容に虚偽があった場合や町に損害を及ぼす行為

があった場合は、その登録を取消しすることができる。 

附 則 

この要領は、令和元年８月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日告示第２２号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 









様式第１号（第５条関係） 

様式第２号（第５条関係） 

 


